
別紙 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

当市は、関東平野の北西部、群馬県の西部に位置し、長野県軽井沢町と隣接して

おり、交通は、北陸新幹線の安中榛名駅と上信越自動車道の松井田・妙義インター

があり、東京圏まで１時間程度での移動が可能な地域です。 

平成２７年の国勢調査によると、当市の人口は５８，５３１人となっています。３

区分による内訳は、年少人口（０～１４歳）が６，４９７人（１１．１％）、生産年

齢人口（１５歳～６４歳）が３３，０１１人（５６．４％）、老年人口が（６５歳以

上）が１９，０２３人（３２．５％）であり、高齢化が進んでいます。 

当市の就業者総数（１５歳以上）は２７，５４９人で、産業別の内訳は第１次産業

が１，３４８人（４．９％）、第２次産業が９．５８７人（３４．８％）、第３次産

業が１６，６１４人（６０．３％）となっており、就業人口は、製造業が最も多く

なっています。 

産業面では、古くは化学や亜鉛を主体とした製造業が地域経済を支えてきてお

り、近年では卸売業・小売業の割合が高くなっておりますが、次いで建設業・製造

業となっており、運輸業も増加傾向にあります。 

市内には中小企業が多く、当市としては、中小企業等経営強化法第４９条第１項

に基づく導入促進基本計画を策定し、生産性を高めるために先端設備等を積極的に

導入して、中小企業の労働生産性の向上を促しながら、地域産業の成長の後押しを

することが重要になっています。中小企業の先端設備等導入による負担軽減と支援

を行っていき、更なる地域発展を目指していきます。 

 

（２）目標 

 

先端設備等の導入計画の認定数は、１０件程度を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 



当市の産業は、製造業を中心に多様であるため、本計画において対象とする設備

は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 

安中市の産業は、多様な業種が特定の地域の限らず、広域に立地していることか

ら、本計画の対象地域は、当市の全域を対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 

安中市の産業は、多様な業種が市内の経済・雇用を支えているため、本計画の対象

業種・事業は、全てを対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 

導入促進基本計画期間は、国が同意した日から令和５年３月３１日までとする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

先端設備等導入計画の期間は、３年間、４年間または５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 

・雇用の安定に配慮するため、人員削減を目的とした取組は、先端設備等導入計画

の認定の対象としない。 

・公序良俗に反する取組などが認められるものについては、先端設備等導入計画の

認定の対象としない。 

・安中市暴力団排除条例（平成２４年安中市条例第２６号）第２条第３号に規定す

る暴力団員等でないこと。 


